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はじめに 

本日のセミナーでは、日本看護家政紹介事業協会（以下、当協会といいます）の特別会

員への加入の促進と、家政婦紹介所および家政婦が利用できる制度について、あらため

て確認する機会となれば幸いです。 

 

家政婦の仕事 

 

家政婦（夫）の仕事

家政婦の仕事は、家事などのハウスキーパーとして

の役割にとどまらず、介護やベビーシッターの分野

にも広がっており、紹介業ではない家事代行サービ

スや介護保険サービスなど提供形態もさまざまです。

 

 

家政婦の仕事は、家事などのハウスキーパーとしての役割にとどまらず、介護やベビー

シッターの分野にも広がっており、万が一の事故や家政婦の高齢化にともなう労働災害

リスクの増加にも対応を考えておかねばなりません。 
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リスク管理に必要な対策 

 

リスク管理に必要な対策

賠償保険や損害保険などを利用することでリス

ク管理に必要な対策のひとつとしてリスク発生

時の経済的負担を軽減することができます。

 

 

事業活動を取り巻くさまざまなリスクのうち、求人者に対する賠償責任、家政婦に対す

る業務災害補償に備えることの重要性は、十分に認識されていることと思います。 

賠償保険や傷害保険などを利用することでリスク管理に必要な対策のひとつとしてリ

スク発生時の経済的負担を軽減することができます。 

 

当協会の特別会員として加入することを条件に、比較的保険料の負担が少なく、過去

の賠償対応の実績においても定評があり、事故報告書などの事務手続きも協会事務局

のサポートが手厚い点から、推奨される保険・補償制度があります。 
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度
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手
続

 
処
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事
故
処
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保
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政
婦

(夫
)賠
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任
補
償

 

※
損
保

3
社
提
携

 

就
業
中
ま
た
は
講
習
中
の
事
故
に
よ
り
、
他
人
の

生

命
、
身
体
を
害
し
、
ま
た
は
財
物
に
損
害
等
を
与
え
た

場
合
に
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
。
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,８
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〔
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０
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×
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２
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中
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加
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保
険
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フ
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８
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理
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０
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０
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会
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を
通
じ
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加
入
手
続
き
を
す
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だ
し
、
中
途
加
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の
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合
は
必
ず
指
定
の
「
賠
責
加

入
依
頼
書
」
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協
会
に
提
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す
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。
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険
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会
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
支
払
う
。
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開
始
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会
で
加
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受
付
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た
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の
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午
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。
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出
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。
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れ
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。
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携
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損
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。

 

※
紹
介
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介
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０
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付
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。
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。
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き
支
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。
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付
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０
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出
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。
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れ
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介
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０
％
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ヶ
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ヶ
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０
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協会加入で利用できる保険サービス 

 

このような保険制度は仕事にともなうリスクを軽減し、紹介所と家政婦の方々が安心し

て業務に専念できる環境を整えます。また、当協会では高齢化や仕事の多様化に対応す

るため、家政士検定試験や向上セミナーなどの専門研修も実施しており、家政婦の仕事

のスキルアップをサポートします。 

 

家政婦（求職者）への説明事例に活用していただけるように別紙資料も参考にしてくだ

さい。代表的な「賠償責任保険」と「傷害補償制度」「労災特別加入制度」のかんたん

な紹介になります。 
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賠償責任保険（1） 

 

賠償責任保険

1. 業務上のリスク管理

物品の破損や損傷、または事故による怪我が発生する可

能性があります。賠償責任保険に加入することで、こう

したリスクに対する経済的な保護を得ることができます。

2. 求人者との信頼関係の構築

顧客に対して安心感を提供します。万が一のトラブルが

発生した際に、適切に対応できる体制が整っていること

を示すことができます。

 

 

1. 業務上のリスク管理 

物品の破損や損傷、または事故による怪我が発生する可能性があります。賠償責任

保険に加入することで、こうしたリスクに対する経済的な保護を得ることができま

す。 

 

2. 求人者との信頼関係の構築 

顧客に対して安心感を提供します。万が一のトラブルが発生した際に、適切に対応

できる体制が整っていることを示すことができます。 
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賠償責任保険（2） 

 

賠償責任保険

3. 業務の継続性

事故や損害が発生した場合、賠償金の支払いが大きな負担となり、業務の継続

が困難になることがあります。保険に加入することで、万が一の事態に備える

ことができます。

4. 業界の慣行

家事や介護の業界では、賠償責任保険への加入が一般的になりつつあります。

業界の標準に従うことで、競争力を維持し、お客様からの信頼へつながります。

5. 簡単な加入手続き

協会事務局と大手保険代理店のサポートがあり、加入手続きや事故発生時の手

続きも紹介所が対応するため、安心してご利用いただけます。

 

 

3. 業務の継続性 

事故や損害が発生した場合、賠償金の支払いが大きな負担となり、業務の継続が困

難になることがあります。保険に加入することで、万が一の事態に備えることがで

きます。 

 

4. 業界の慣行 

家事や介護の業界では、賠償責任保険への加入が一般的になりつつあります。業界

の標準に従うことで、競争力を維持し、お客様からの信頼へつながります。 

 

5. 簡単な加入手続き 

協会事務局と大手保険代理店のサポートがあり、加入手続きや事故発生時の手続き

も紹介所が対応するため、安心してご利用いただけます。 

 

加入案内や新たに求職者への説明する際には、具体的な例やメリットを強調し、加入の

ハードルを下げるようにするとよいでしょう。 

業界全体の動向を伝え、加入が「当たり前」になりつつあることを強調します。 
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傷害補償制度（1） 

 

傷害補償制度

1. 業務中の怪我への保護

家政婦の仕事は身体を使う業務が多く、怪我のリスクが高いで

す。傷害補償制度保険に加入することで、業務中や通勤中に事

故が発生した場合に通院や入院中の治療費の一部をカバーし、

経済的負担を軽減します。

2. 顧客への信頼感の向上

保険に加入していることは、顧客に安心感を提供します。万が

一の事故が発生した際に、適切に対応できる体制が整っている

ことを示し、顧客からの信頼を得ることができます。

 

 

傷害補償制度は、個人加入型と紹介所加入型の 2 種類があります。（3 ページに記載し

た一覧表をご確認ください） 

家政婦の仕事は、家事や介護、ベビーシッターなど、身体を使う業務が多く、怪我のリ

スクが伴います。通勤中や業務中に事故が発生した場合、その影響は身体的な痛みだけ

でなく、経済的な負担や業務の継続にも及ぶ可能性があります。そこで、傷害補償制度

への加入が、皆様の安心と安定を支える重要な手段となります。 

加入促進のためには、賠償責任保険と同様に具体的なリスク例（転倒、腰痛、切り傷な

ど）を挙げてリアルな状況を知ってもらう。 

経済的メリットを数字や例で具体的に示す（例：「入院や通院期間の保険金」）。 

加入の簡便さをアピールし、心理的なハードルを下げるとよいでしょう。 

 

1. 業務中の怪我への保護 

家政婦の仕事は身体を使う業務が多く、怪我のリスクが高いです。傷害補償制度に

加入することで、業務中や通勤中に事故が発生した場合に通院や入院中の治療費の

一部をカバーし、経済的負担を軽減します。 

 

2. 顧客への信頼感の向上 

保険に加入していることは、顧客に安心感を提供します。万が一の事故が発生した

際に、適切に対応できる体制が整っていることを示し、顧客からの信頼を得ること

ができます。 
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求職者に対する説明として「傷害補償制度は、皆様のリスク管理の一つとしてご検討い

ただけると幸いです。ご興味があれば、詳細をご説明いたしますので、お気軽にご相談

ください。」というふうに補償制度が労働災害に備える選択肢のひとつであり、強制的

な印象を与えないようにすることもポイントです。 

  



- 9 - 

 

労災特別加入 

 

労災特別加入

登録している家政婦を労災特別加入させる判断に

ついて、事例紹介です。

（Ｈ社）

労災保険掛け金を紹介所が負担しており、住み込

みや連続勤務などに従事する者は、1年間の賃金

をもとに日額を算定し、加入させている。

 

 

労災特別加入は、加入団体の申請が必要ですが、協会事務局のサポートを受けながら必

要な事務を簡単に行うことができます。 

 

H社では登録する家政婦が長期間、長時間の就職の場合にはとくに労災特別加入をすす

めています。 

過去に怪我による休業期間に給付を受けた家政婦から、小額でもとても助かり、自身が

労災補償についてよく理解していなかったにもかかわらず、いざというとき大変ありが

たい制度なのだと感謝されました。 

 

（保険給付の種類） 

療養補償給付 給付基礎日額とは関係なく必要な治療が無料で受けられます。 

休業補償給付 休業 4 日目以降、休業 1 日につき給付基礎日額の 80％相当額（うち休

業特別支給金 20％）を支給 

 

このほかにも障害補償給付、傷病補償年金、遺族補償給付、介護補償給付があります。

詳しくは、厚生労働省ホームページから「特別加入制度のしおり（特定作業従事者用）」

をご覧ください。  
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まとめ 

 

まとめ

これからの家政婦（夫）人材は、時代の変化によ

り働き方や労働条件に対して考え方が異なる点が

あり、紹介所も対応が求められています。

当協会のさまざまな制度の利用をご検討ください。

 

 

特別会員の会費管理や労災掛金の処理について皆さんがどのようにされているのかな

ど、情報交換の機会があればよいと思います。 

紹介所に登録する家政婦さんの人数にかかわらず、事業者として整える仕組みについて

社内で検討されてはいかがでしょうか。 

 

©2025 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 教育研修委員会 
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令和 7 年度 紹介業運営セミナー 
 

「定期指導への適切な対応のために」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 
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.

Ⅰ 労働局の定期指導の目的と具体的な流れ・内容 

 

「定期指導の目的」 

適正に職業紹介事業の業務運営が行われているか 

 (1) 日常業務が適正に行われているか 

 (2) 法律に基づいて適正に業務が行われているか 

 

「定期指導の周期」 

定期指導のサイクルは特に決まっていません 

概ね 3 年が一定の目安と思われますが、労働局によって違うものの、定期指導の

間隔が短くなっているという声も聞かれます。いつ指導があっても大丈夫なように

しておくことが必要です。 

 

「対応のポイント」 

 事業所内に掲示する書類、備え付けるべき書類・帳票の整備を怠らない 

   ○特に直近の改正に適応した様式になっていることを必ず点検しておくこと 

 

   ○最近の定期指導では、紹介、雇用成立した２～３の案件について、各帳簿がきち

んと記載され、かつ、帳簿間の整合性が取れているか(矛盾がないか）をみられ

ています 

 

「定期指導の具体的な流れ・内容」 

 ①管轄の労働局から定期指導の 3 週間前ごろ「定期指導の実施について」という

書面が届く 

 ②内容は、 

イ 日時 1 時間半程度(来訪の場合と労働局へ出頭する場合がある。アンケート

という名目で書面提出の場合もある。) 

ロ 担当者名、電話番号 

ハ 準備書類 
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Ⅱ 最近の法令改正事項 
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人材サービス総合サイトへの情報掲載方法（厚生労働省） 
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令和５年 改正職業安定法施行規則Ｑ＆Ａ（労働条件明示等）（抜粋） 
 

1 明示しなければならない労働条件の追加 

 

① 従事すべき業務の内容・就業場所の「変更の範囲」 

 

○ 求人の内容（業務など）に鑑み、従事すべき業務や就業場所に変更

がない業種・職種・雇用形態であるような場合は、記載する必要はあ

りません。例えばこれらの変更が想定されない日雇労働者に対しては、

雇入れ日における従事すべき業務や就業場所を明示すれば足り、「変更

の範囲」を明示する必要はありません。 

 

② 有期労働契約を更新する場合の基準 

  

○ 「般 の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象

的なものではなく、「勤務成績、態度、能力により判断する」、「会社

の経営状況も踏まえて判断する」など、具体的に記載いただくことが

望ましいです。 
 

 
 

 

○ 上限を設けている場合のみ記載すれば足り、上限を設けていない、

設ける予定がない場合は明示する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

問１－３ 

労働契約の期間内に従事すべき業務及び就業場所の変更が見込まれない職 

種の募集であっても、「変更の範囲」を明記する必要があるのか。 

問１－４ 

「有期契約を更新する場合の基準」について、どの程度の基準を明記する必

要があるのか。 

問１－５ 

有期契約の通算契約期間や更新回数につき、特段上限を設けていない場合に

も「上限なし」と記載する必要があるのか。 
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Ⅲ 事業所内に掲示すべきものとチェックポイント 

 

事業所内に掲示すべきものとして、①事業許可証、②手数料表、③返戻金制度に関

する事項を期した書面、④業務の運営に関する規定、⑤個人情報適正管理規定が定め

られています。 

（ただし、①、②、③、④については、掲示にかえて、自社ホームページなどで、

自社の職業紹介サービスを利用する求人企業側がサービス利用に際し、必ず見るペー

ジなど閲覧に便利な場所に掲載し、情報提供することでも差し支えないことになって

います。） 

 

 注意すべきポイント 

  ○最新のものになっているか確認すること（手数料や個人情報取扱責任者の氏名等） 

  ○返戻金制度に関する規定も忘れないこと。 

 

※看家協会ホームページにより掲示すべき事項についてのモデル文書がダウンロ

ードできます（手数料表と返戻金制度は１つの文書にしてあります。）。Word 形式

ですので、内容を確認し、必要な修正を加えたうえで、事業所名所、職業紹介責任

者名等空欄を埋めて、ご活用ください。 

 該当ページは、次のいずれかの方法で開くことができます。 

①「日本看護家政紹介事業協会」－「紹介所の方」―「モデル文書・様式」 

②kanka.or.jp/model-format で検索 

③ＱＲコードで検索 
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業務の運営に関する規程（例） 

 

事業所名   名   称 

 

第 1 求   人 

１ 本所は、（取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理

します。 

ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労

働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令（労働基準法及び職業安定法

等）違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。 

２ 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込

みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し

支えありません。 

３ 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の

交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施

について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール

等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法

により明示してください。 

４ 求人受付の際には、受付手数料（又は受付事務費）を、別表の料金表に基づき申し受けま

す。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。 

 

第２ 求   職 

１ 本所は、（取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受

理します。 

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 

２ 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。 

３ 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をし

ておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。 

４ 求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。 

いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。 

 

第３ 紹   介 

１ 求職の方には、職業安定法第２条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御

希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。 

２ 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。 

３ 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働
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時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用

若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるた

めあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用電子メール等による明示ができないときは、

あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 

４ 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して

求人者へ行っていただきます。 

５ いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。 

６ 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている

間は求人者に、紹介を致しません。 

７ 就職が決定しましたら求人された方（及び関係雇用主）から別表の手数料表に基づき、紹

介手数料を申し受けます。 

 

第４ そ の 他 

１ 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る

求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。 

２ 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報

告をしてください。 

また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から６箇月

以内に離職（解雇された場合を除く。）したか否かについて、求人者から本所に対して報告

してください。 

３ 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、

適正に取り扱います。 

４ 本所が広告等により求人者等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表

示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に

保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった

場合や、本所で当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとと

もに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の

時点を明らかにする措置を講じます。 

５ 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務につい

て、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であるこ

と等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。 

６ 本所の取扱職種の範囲等は、（取扱地域：    取扱職種：      ）です。 

７ 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職

業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたず

ねください。 

年   月   日 

代表者    氏   名
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手 数 料 表（例） 

1 紹介手数料等 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用 

 

     円 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹
介するサービス 
【職業紹介サービス】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
求人の充足に向けた求人者に対す
る専門的な相談・助言サービス 
【職業紹介の付加サービス】 
 
＊上記職業紹介サービスに加えて、よ

り専門的な相談・助言の付加サービス

を行う場合 

成功報酬 
（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 
当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内
定書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 
 
（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 
当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間
が１年を超える場合は最大１年間分）に支払われ
る賃金（内定書や労働条件通知書等に記載されて
いる額）の 

     ％（または     円） 
 
 手数料負担者は 求人者 とします。 
 
 
成功報酬 
当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内
定書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 
 
 手数料負担者は 求人者 とします。 

2 返戻金制度 

  当事業所は、その都度受領する賃金に対して所定の手数料を徴収いたしますので、返

戻金制度は設けておりません。 

 

※ 第二種労災特別加入保険料について 

内容 保険料の額 

個人家庭で雇用され、介護作業お

よび家事支援に従事する家政婦

（夫）が特別加入する場合 

支払われた賃金の 0.55％に相当する額 

 

保険料負担者は 求人者 とします。 

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。 

 

          許可番号                           

 

          事業所の名称及び所在地                   
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個人情報適正管理規程（例） 

 

 

1.  個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、職業紹介担当者とする。個

人情報取扱責任者は職業紹介責任者   氏    名    とする。 

2.  職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の職員に対

し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年１回実施することとする。また、

職業紹介責任者は、少なくとも５年に１回は職業紹介責任者講習会を受講す

るものとする。 

3.  取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求

があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事

実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂

正（削除を含む。以下同じ。）の請求があったときは、当該請求が客観的事実

に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。 

 また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は

求職者等への周知に努めることとする。 

4.  求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があ

った場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすること

とする。 

   なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者   

氏    名   とする。 

 

 

 

許可番号    

事業所名称   

事業所所在地  
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Ⅳ 必要な書類・帳票とチェックポイント 

 

 定期指導においては、労働局によりやり方は異なるものの、多くの労働局では以下の

ような帳簿や書類が提出を求められチェックされています。 

 

 

①「求人管理簿」(原則過去１年分) 

【チェックポイント】 

・様式は任意で良いが、必須項目が記載されているか 

  必須項目：氏名又は名称、所在地、連絡先、求人受付年月日、有効期間、求人数、

求人に係る職種、就業場所、雇用期間、賃金、職業紹介取扱状況 

 

・「有効期間」がある場合は記載するとともに、有効期間が満了した場合はその旨 

記載する。有効期間については事前に求人者に説明しておく。 

※求人票の書類保存期間が有効期間終了日から２年となっているため、有効期間

を設けておいた方がいい。 

 

・「職業紹介の取り扱い状況」無期雇用就職者について①転職勧奨禁止期限(採用か

ら２年)、②離職状況、が記載されているか。家政婦(夫)の場合、無期雇用はほと

んどないと思われるが、欄は設けておくことが必要。 

 

 

②「求職管理簿」（原則過去 1 年分）  

【チェックポイント】 

 ・様式は任意で良いが、必須項目が記載されているか 

  必須項目：氏名、住所、生年月日、希望職種、求職受付年月日、有効期間、職業

紹介取扱状況 

・「職業紹介取扱状況」に紹介年月日、求人者の氏名又は名称、採用・不採用の別、

無期雇用就職者である場合はその旨、転職勧奨が禁止される期間及び離職状況も

記載しておくこと 

・「有効期間」については、「求人管理簿」と同様。 
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③「手数料管理簿」（原則過去１年分）  

【チェックポイント】 

 ・手数料の算出根拠が記載されているかどうか（賃金、手数料率等）  

 

※ 法定３帳簿については、書類でなくとも、帳簿に記載する必要のある事項をコン

ピューターに記録し、必要に応じて直ちに取り出すことができ、写しを提供できる

システムであれば差し支えない。 

 

 

④「手数料表」 

【チェックポイント】 

・労働局に届出されているものと同一かどうか（労働局に届け出ず、手数料表を勝

手に変更している場合がみられる） 

 ・実際に徴収している手数料が手数料表記載の範囲内であるかどうか 

 

 

⑤「業務の運営に関する規定」 

【チェックポイント】 

令和４年４月改正事項を踏まえ、P12 の「業務の運営に関する規定」第４その他

の４「本所が広告等により求人者等に関する情報を提供するときには、・・・・」と

いった文言が含まれている方がベター。 

 

 

⑥「取扱職種の範囲等の明示を行う書面」 

【チェックポイント】 

 ・求人者・求職者に交付しているかどうか 

 ・手数料について求人者・求職者双方に求人者・求職者から徴収する手数料につい

て記載しているかどうか 

 ・個人情報・苦情処理担当者について個人名まで記載されているかどうか 

 ・返戻金に関する文言が含まれているかどうか 

（「返戻金制度はありません」で良い）。 
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⑦「労働条件明示書」、「求人票」 

【チェックポイント】 

 ・令和６年４月改正事項（P5~P8 参照）を踏まえ、 

   イ 契約更新がある場合の判断基準が記載されているか 

   ロ 業務内容や就業場所に変更がある場合の記載欄が設けられているか 

・受動喫煙防止に関し、喫煙場所があるなら記載するよう指摘されたケースあり。 

 

 

⑧「求人申し込み受理時の求人不受理の要件に該当しないことの確認」 

【チェックポイント】 

   求人票に、求人不受理の要件に該当しないことを確認した旨のチェック及び確認

を行った職員の氏名が記入されているか 

 

 

⑨「人材サービス総合サイトでの情報提供」 

【チェックポイント】 

 ・人材サービス総合サイトに情報提供しているか 

 ・令和７年４月改正で追加された「紹介手数料実績」も掲載しているか 

 

 

⑩「いわゆる『闇バイト』に関する不信情報掲載防止措置」 

【チェックポイント】 

令和７年２月に厚生労働省より民紹協宛てに別紙協力依頼文書が発出されてい

ます。これを受け、いくつかの労働局では、定期指導の際、求人者の確認、求人広

告内容の確認を御願いされているケースが見られます。 
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職 発 0217 第 2 号   

令 和 7 年 2 月 17 日  

公 益 社団 法 人  全 国民 営 職 業 紹介 事 業 協 会  御 中  

 

厚 生 労 働 省  

職 業 安 定 局 長 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

職 業 安定 法 第 63 条 第 2 号 に規 定 する公衆 道 徳 上 有 害な業 務、又 は 

違 法・ 有 害と疑 われる事 案への対 応について（ 抄）  

 

 

募 集 情報 等 提 供 事 業を利 用するなどにより、あたかも通 常の募 集を装 い、強 盗や特 殊 詐

欺などの職業 安 定 法 第 63 条 第 2 号に規 定する公 衆 道 徳上 有 害な業 務 を募 る、いわゆる

闇バイトなどの募 集 広 告 が確 認されています。広く社 会 的に認 知されている求 人メディア等

の募 集 広 告を悪 用して犯 罪 行 為の実 行 行為 者 を募り、労 働者 になろうとする者 自 身が意

図せず犯 罪 者となる懸 念 があるなど、重 大な社 会 問 題となっています。 

 

貴 会 におかれましても、会 員 企 業 及びその関係事 業 者 に対 し、下 記にご留 意 の上 、

職業安定法第 63 条第 2 号に規定する公 衆道徳上有害な業務(以下「有害業務」とい

います。)又は違法・有害と疑われる業務 に係る職業紹介や求人情報の掲載等を防止

することや、有 害業 務 又 は違法 ・ 有害 と 疑 われる業務 に係 る職 業紹 介 や求人 情 報等

を把握した場合に、下記 3 により都道府 県労働局及び都道府県警察本部に連絡をい

ただくなど、適 切 な対 応(以 下 「 本件 取  組 」 といいます。)をするよう周知を図 っていただ

きたくお願いいたします。 

 

2 有害 業 務 に係 る求人 広 告への対 応  

(1)予 防 のための取 組 について  

有 害 業 務 に係 る求 人 広 告 が掲 載 されることを防 ぐため、掲 載 前 の各 過 程 において、

求 人 者 の確 認 も含 め、募 集 に係 る業 務 が有 害 業 務 に該 当 しないかを確 認 するとともに、

違 法 ・ 有 害 と疑 われる業 務 である場 合 には、求 人 者 や募 集 に係 る業 務 の内 容 等 につ

いて十 分 に確 認 するなど、有 害 業 務 に係 る求 人 広 告  が掲 載 されない仕 組 みを設 ける

ようお願いいたします。  

有 害 業 務 に係 る求 人 広 告 が掲 載 されない仕 組 みについては、各 事 業 者 の事  業 形

態 やサービスの特 性 等 によるリスクに応 じた仕 組 みを設 けていただく必 要  があります

が、少なくとも、以 下のような仕 組 みを設けるようにお願いします。  
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(求 人 者 の確認 ) 

〇 新規 にサービスを利用 する求人 者 については、以 下のいずれかの手 法 によりすべての

求 人 者の存 在 確認 、事 業 実 態の確 認を行 うこと。  

・  現 地 訪問 等 による求 人 者 の職 員と対 面での確 認  

・  インターネット上 で利 用 登 録 をする求 人 者 について、法 人 番 号 を活 用 した確 認 や求

人 者 HP 等 により確認  

・  インターネット上 で利 用 登 録 をする求 人 者 について、登 記 簿 事 項 証 明 書 や開 業 届

等の公 的 な書 類 を提出 させ確 認  

・  実 質 的に上 記と同 程度 の効 果が得られる仕 組み  

〇 上 記 確 認 を行 う前 に利 用 を始 めた事 業 者 についても、過 去 に当 該 求 人 者  に係 る求

人 広 告 を掲 載 し、実 際 に就 職 実 績 があった等 により、上 記 確 認 を行 う必 要 がないと考

えられる求 人 者 を除 き、上 記 確 認を行うこと。  

 

(求 人 広 告 内 容の確 認 ) 

〇 求 人 広 告 (過 去 に掲 載 した求 人 広 告 の記 載 を全 く変 えないものを再 掲 載 するものや、

過 去 に掲 載 し実 際 に就 職 実 績 があった求 人 広 告 について新 たに  就 業 期 間 のみの記

載 を変 更 し掲 載 するものは除 く )については、以 下 のいずれかの手 法 により、すべての

求 人 広告 の内 容の確 認を行うこと。  

・  求 人 広告 について、「 闇バイト」 、「 裏 バイト」 、「 叩き」 等、違 法 •有 害な業 務 であるこ

とを示 唆 する表現 や「 受け子」 、「 出し子」、「 かけ子」 「運びの仕 事」 等、犯 罪の実

行 者の募 集を示 唆 する表 現を検 知するシステム等 を導 入 の上、同システム等 によ

り求 人 内 容を確 認し、検 知した求 人について不 自 然な労 働 条 件設 定 等 を目 視 によ

り確 認  

・  求 人 広告 について、上 記 表 現の記 載 や不 自 然 な労 働 条件 設 定 等を目 視 により確

認  

・  実 質 的に上 記と同 程度 の効 果が得られる仕 組み  

 

上 記 の確 認 をしてもなお求 人 者 や募 集 に係 る業 務 の内 容 に不 審 な点 がある  場 合 に

は、求 人 広 告の掲 載 について拒 否 や保留 等 の対 応 をするとともに、速やかに下記 3 によ

り都 道 府 県 労 働 局 及 び都 道 府 県 警 察 本 部 に通 報 (通 報 先 の 選 定 基 準 については下 記

3(1)参 照 。)した上 で、その指 示・ 助 言等 を受け適切  にご対 応 ください。  

 

 

 


